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告告 示示

宮崎県告示第 425号

宮崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例第41号）第26条第

１項の規定により、口頭により開示請求をすることができる保有個

人情報を次のとおり定めた。

なお、口頭により開示請求をすることができる保有個人情報（平

成27年宮崎県告示第 429号）は、廃止する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

口頭により開示請求を

することができる場所

口頭により開示請求を

することができる期間

口頭により開示請求をすることができる保有個人情報の内容

開示する内容試験等の名称

総務部人事課合格発表の日から起算

して６月間

試験種目別得点及び総合順位県職員選考採用試験

宮崎県立看護大学総務

課

合格発表の日から起算

して１月間

筆記試験の得点及び面接評価（不合格者

に係るものに限る。）

宮崎県立看護大学特別入学者選抜試験（

推薦）

同 上同 上同 上宮崎県立看護大学特別入学者選抜試験（

社会人）

同 上同 上筆記試験（大学入学者選抜大学入試セン

ター試験を除く。）の得点、面接評価及

び総合順位（不合格者に係るものに限る

。）

宮崎県立看護大学一般入学者選抜試験（

前期）

同 上同 上同 上宮崎県立看護大学一般入学者選抜試験（

後期）

同 上同 上筆記試験の科目別得点及び口述試験成績

（不合格者に係るものに限る。）

宮崎県立看護大学大学院博士前期課程入

学者一般選抜試験
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同 上同 上筆記試験の得点及び口述試験成績（不合

格者に係るものに限る。）

宮崎県立看護大学大学院博士前期課程入

学者特別選抜試験

同 上同 上口述試験成績（不合格者に係るものに限

る。）

宮崎県立看護大学大学院博士後期課程入

学者選抜試験

福祉保健部医療薬務課同 上科目別得点及び総合得点准看護師試験

同 上同 上科目別得点毒物劇物取扱者試験

同 上同 上同 上登録販売者試験

福祉保健部衛生管理課同 上科目別得点及び総合得点調理師試験

同 上同 上同 上ふぐ処理師試験

同 上同 上同 上宮崎県製菓衛生師試験

同 上同 上同 上クリーニング師試験

各試験会場試験当日午後知識試験の得点狩猟免許試験

環境森林部自然環境課

、西臼杵支庁林務課及

び各農林振興局林務課

最終合格発表の日から

起算して１月間

同 上同 上技能試験の減点

宮崎県林業技術センタ

ー

合格発表の日から起算

して１月間

科目別得点林業架線作業主任者免許講習修了試験

商工観光労働部産業振

興課

同 上科目別得点及び総合得点砂利採取業務主任者試験

同 上同 上同 上採石業務管理者試験

商工観光労働部雇用労

働政策課

同 上科目別得点技能検定試験

同 上同 上同 上職業訓練指導員試験

受験した県立産業技術

専門校又は県立産業技

術専門校高鍋校

同 上学科試験の科目別得点県立産業技術専門校訓練生選考試験

農政水産部農業経営支

援課

合否通知を発送した日

から起算して１月間

科目別得点及び総合得点宮崎県農薬管理指導士認定試験

同 上同 上同 上宮崎県農業機械士等認定試験

県立農業大学校合格発表の日から起算

して１月間

総合得点県立農業大学校入学試験



宮 崎 県 公 報 平成 28年 ６ 月 20日（月曜日） 第 2804号

害 3害

農政水産部畜産新生推

進局家畜防疫対策課

同 上総合得点及び順位家畜人工授精講習会選考試験

同 上同 上科目別得点及び総合得点家畜人工授精講習会修業試験

同 上同 上総合得点及び順位家畜体内受精卵移植講習会選考試験

同 上同 上科目別得点及び総合得点家畜体内受精卵移植講習会修業試験

県立高等水産研修所同 上筆記試験の得点及び総合順位県立高等水産研修所入所試験

宮崎県建設技術センタ

ー

同 上一般選考試験又は推薦選考試験における

総合評価点及び順位

宮崎県産業開発青年隊入隊試験

宮崎県告示第 426号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（

平成17年法律第 123号）第64条の規定により、精神通院医療を行う

指定自立支援医療機関の所在地変更について次のとおり届出があっ

た。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

変 更
年月日

所在地
所在地名 称

変更後変更前

平成27年
８月１日

宮崎市大字
浮田3313番
１

宮崎市谷川
１丁目７番
23

宮崎市はな薬局

宮崎県告示第 427号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西都市大字八重字長薮 466湿１湿

イ、 466湿２、 466湿４、 466湿５、 466湿８

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりと

する。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び児湯農林振興局並びに西都市役所に備え置いて

縦覧に供する。）

宮崎県告示第 428号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 延岡市下三輪町1773湿１、1774湿

１、1775湿２、1775湿４

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに延岡市役所に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 429号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 延岡市下三輪町1813湿10から1813

湿14まで、1813湿16、1813湿17、1813湿22、1813湿24

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりと

する。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
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部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに延岡市役所に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 430号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 都城市山田町山田字山ノ神 336湿

２、 336湿５、 336湿６、 336湿８から 336湿10まで

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字山ノ神 336湿２・ 336湿５・ 336湿６（以上３筆につい

て次の図に示す部分に限る。）、 336湿８から 336湿10まで

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び北諸県農林振興局並び

に都城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 431号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 児湯郡西米良村大字竹原字財内 1

31湿５

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

字財内 131湿５（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び児湯農林振興局並びに

西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 432号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡高千穂町大字上野字親父

山平3752湿21（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西臼杵支庁並びに高千

穂町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 433号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所字上

松葉7576（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西臼杵支庁並びに五ヶ

瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 434号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成28年６月20日から平成28年７月４日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

5．422．0～旧児湯郡高鍋石河内県道19
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25．8町大字北高

鍋字小丸 8

40番７地先

から同郡同

町同大字同

字 840番１

地先まで

高城高

鍋線

5．421．4～

29．7

新

宮崎県告示第 435号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成28年６月20日から平成28年７月４日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

25．213．1～

17．3

旧宮崎市大字

糸原字上薗

3420番１地

先から同市

同大字同字

3409番１地

先まで

野首麓

線

県道352

25．214．4～

18．8

新

宮崎県告示第 436号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成28年６月20日から平成28年７月４日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成28年６月20日延岡市北川

町川内名字

地蔵谷山 1

0651番１地

先から同市

同町川内名

同字 10651

番１地先ま

で

岩戸延

岡線

県道207

宮崎県告示第 437号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成28年６月20日から平成28年７月４日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成28年６月20日延岡市北川

町川内名字

地蔵谷山 1

0651番１地

先から同市

同町川内名

同字 10651

番１地先ま

で

岩戸延

岡線

県道207

宮崎県告示第 438号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成28年６月20日から平成28年７月４日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成28年６月20日延岡市北川

町川内名字

地蔵谷山 1

0651番１地

先から同市

同町川内名

同字 10651

番１地先ま

で

岩戸延

岡線

県道207

宮崎県告示第 439号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成28年６月20日から平成28年７月４日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成28年６月20日延岡市北川

町川内名字

岩戸延

岡線

県道207
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地蔵谷山 1

0651番１地

先から同市

同町川内名

同字 10651

番１地先ま

で

宮崎県告示第 440号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成28年６月20日から平成28年７月４日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成28年６月20日延岡市北川

町川内名字

大鹿倉山 1

0649番１地

先から同市

同町川内名

字地蔵谷山

10651番１

地先まで

岩戸延

岡線

県道207

宮崎県告示第 441号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成28年６月20日から平成28年７月４日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成28年６月20日宮崎市大字

糸原字上薗

3420番１地

先から同市

同大字同字

3409番１地

先まで

野首麓

線

県道352

宮崎県告示第 442号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第

57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域に指定する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 南方湿１地区

茨 区域の表示

次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱14号までを順次結

んだ線、標柱14号と標柱15号を市道南方北５号線官民地境界に

沿って結んだ線、標柱15号と標柱16号を結んだ線及び標柱１号

と標柱16号を結んだ線により囲まれた土地の区域

芋 標柱の表示

標 柱 の 存 す る 土 地標柱番号

宮崎市南方町垣下 460地先法定外公共物（水路）1

〃 〃 〃 3332

〃 〃 〃 3343

〃 〃 〃 457湿１4

〃 〃 〃 4525

〃 〃 〃 4496

〃 〃 〃 448地先法定外公共物（道路）7

〃 〃 〃 4438

〃 〃 〃 5139

〃 〃 〃 53710

〃 〃 〃 52511

〃 〃 〃 473湿２地先法定外公共物（水路

）
12

〃 〃 〃 470地先道路敷13

〃 〃 〃 469湿１14

〃 〃 〃 463湿１地先道路敷15

〃 〃 〃 46116

公公 告告

宮崎県情報公開条例（平成11年宮崎県条例第36号）第26条の規定

により、平成27年度における各実施機関の公文書の開示等の状況を

次のとおり公表する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 公文書の開示請求の処理状況 （件）

合 計

決 定 等 の 内 訳請求書

受 付

件 数
取下げ却下

不存

在

不開

示

部分

開示
開示

5，384144０82131305，0155，231

（注１）１件の開示請求につき、当該請求の内容により複数の公

文書が対象となり、それぞれの公文書について決定が行わ

れた例があるため、請求書受付件数と決定等の内訳の合計

は一致しない。

（注２）決定等の内訳の不存在とは、公文書の不存在を理由に不

開示の決定を行ったものをいう。

２ 請求者の状況 （件）
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計法人その他の団体個 人区 分

4，6214，098523県 内

610227383県 外

5，2314，325906計

３ 公文書の開示請求に対する実施機関別の処理状況（件）

決 定 等 の 内 訳
決 定

等 の

件 数

実施機関 取
下
げ

却

下

不
存
在

不
開
示

部
分
開
示

開

示

10009212総合政策部

知

事

601097894総 務 部

14011329112169福祉保健部

10030324325392環境森林部

008351935
商 工 観 光

労 働 部

220304510539農政水産部

740123173，4823，588県土整備部

0000000関係部共管

0000000会計管理局

12706512974，5284，829小 計

308122943教 育 委 員 会

30206920選挙管理委員会

0000000人 事 委 員 会

0020013監 査 委 員

0010001公 安 委 員 会

604025257292警 察 本 部 長

0000000労 働 委 員 会

0000000収 用 委 員 会

0000000
海 区 漁 業

調 整 委 員 会

0000000
内 水 面 漁 場

管 理 委 員 会

300008184公営企業管理者

200009092病院事業管理者

000002020地 方 二 公 社

144082131305，0155，384合 計

４ 不服申立ての件数

８件（うち３件取下げ）

５ 不服申立ての処理状況

不服申

立てに

対する

決定等

公文書開示

審 査 会

不

服

申

立

て

年

月

日

実

施

機

関

不服申立ての案件 決

定

等

の

内

容

決

定

等

年

月

日

答

申

の

内

容

答

申

年

月

日

諮

問

年

月

日

取

下

げ

平

成

27

年

９

月

１

日

−−

平

成

27

年

６

月

19

日

平

成

27

年

６

月

10

日

知

事

知事（農村整備課）が行った部

分開示決定に対する異議申立て

取

下

げ

平

成

27

年

９

月

24

日

−−−

平

成

27

年

６

月

15

日

知

事

知事（日向保健所）が行った公

文書不開示決定に対する異議申

立て

取

下

げ

平

成

27

年

９

月

24

日

−−−

平

成

27

年

６

月

29

日

知

事

知事（日向保健所）が行った公

文書不開示決定に対する異議申

立て
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却

下

平

成

28

年

４

月

15

日

−−−

平

成

27

年

７

月

６

日

知

事

知事（高岡土木事務所）が行っ

た部分開示決定に対する異議申

立て

−−−−

平

成

27

年

８

月

６

日

平

成

27

年

７

月

14

日

知

事

知事（農村整備課）が行った公

文書不開示決定に対する異議申

立て

−−−−

平

成

27

年

11

月

20

日

平

成

27

年

７

月

29

日

監

査

委

員

監査委員（監査第一課）が行っ

た公文書不開示決定に対する異

議申立て

−−−−

平

成

27

年

10

月

１

日

平

成

27

年

９

月

３

日

知

事

知事（循環社会推進課）が行っ

た部分開示決定に対する異議申

立て

−−−−−

平

成

28

年

３

月

14

日

知

事

知事（高岡土木事務所）が行っ

た公文書不開示決定に対する異

議申立て

資料貸出資料閲覧情報相談等

利用者数

冊 数人 数人 数

2661，0731，5483，340

６ 県民情報センターの利用状況

宮崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例第41号）第52条の

規定により、平成27年度における各実施機関の個人情報保護制度の

運用状況を次のとおり公表する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保有個人情報の開示請求の状況

茨 書面による開示請求

ア 書面による開示請求の処理状況 （件）

決 定 等 の 内 訳
決定等

の件数

請求書

受 付

件 数
取下げ却下不存在不開示

部分

開示
開示

025449248476

（注１）１件の開示請求につき、当該請求の内容により複数の保

有個人情報が対象となり、それぞれの保有個人情報につい

て決定が行われた例があるため、請求書受付件数と決定等

の件数は一致しない。

（注２）決定等の内訳の不存在とは、保有個人情報の不存在を理

由に不開示の決定を行ったものをいう。

イ 実施機関別の処理状況 （件）

決 定 等 の 内 訳

決定等

の件数
実施機関 取

下
げ

却

下

不
存
在

不
開
示

部
分
開
示

開

示

0000000議 会

0000000総合政策部

知

事

0000022総 務 部

00147315福祉保健部

0000000環境森林部

0000000
商 工 観 光

労 働 部

0000022農政水産部

0000213県土整備部

0000000関係部共管

0000000会計管理局

00149822小 計

000001313教 育 委 員 会

0000000選挙管理委員会

0000112人 事 委 員 会
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0000000監 査 委 員

0010102公 安 委 員 会

023038245警 察 本 部 長

0000000労 働 委 員 会

0000000収 用 委 員 会

0000000
海 区 漁 業
調 整 委 員 会

0000000
内 水 面 漁 場
管 理 委 員 会

0000000公営企業管理者

0000000病院事業管理者

0254492484合 計

芋 口頭による開示請求（簡易開示）の実施状況（件）

開 示
件 数

該 当
試験数

実 施 機 関

00議 会

00総合政策部

知

事

16総 務 部

5414福祉保健部

02環境森林部

76商 工 観 光
労 働 部

27農政水産部

01県土整備部

00関係部共管

00会計管理局

6436小 計

1，2204教 育 委 員 会

00選挙管理委員会

35111人 事 委 員 会

00監 査 委 員

00公 安 委 員 会

00警 察 本 部 長

00労 働 委 員 会

00収 用 委 員 会

00
海 区 漁 業
調 整 委 員 会

00
内 水 面 漁 場
管 理 委 員 会

00公営企業管理者

152病院事業管理者

1，65053合 計

（注）簡易開示については、実施機関があらかじめ口頭により開

示請求をすることができる保有個人情報を定め、告示したも

のが対象となるが、現在において当該保有個人情報は、各実

施機関が実施する採用試験や資格試験などの各種試験の結果

のみである。

２ 保有個人情報の訂正請求の状況 （件）

決定等の内訳

決定等

の件数

請求書

受 付

件 数

実施機関
不訂正

部分

訂正

訂

正

11021教 育 委 員 会

（注）１件の訂正請求につき、複数の保有個人情報が対象となり

、それぞれの保有個人情報について決定が行われたため、請

求書受付件数と決定等の件数は一致しない。

３ 保有個人情報の利用停止請求の状況

該当なし

４ 不服申立ての件数

５件

５ 不服申立ての処理状況

不服申

立てに

対する

決定

個 人 情 報

保護審議会

不

服

申

立

て

年

月

日

実

施

機

関

不服申立ての案件
決

定

の

内

容

決

定

年

月

日

答

申

の

内

容

答

申

年

月

日

諮

問

年

月

日

決

定

平

成

平

成

平

成

知事（中央福祉こどもセンター

）が行った保有個人情報不開示
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−−は

妥

当

で

あ

る

28

年

３

月

30

日

27

年

９

月

24

日

27

年

７

月

８

日

知

事

決定に対する異議申立て

−−

決

定

は

妥

当

で

あ

る

平

成

28

年

３

月

30

日

平

成

27

年

９

月

24

日

平

成

27

年

７

月

29

日

知

事

知事（中央福祉こどもセンター

）が行った保有個人情報不開示

決定に対する異議申立て

棄

却

平

成

28

年

４

月

12

日

決

定

は

妥

当

で

あ

る

平

成

28

年

３

月

30

日

平

成

27

年

11

月

９

日

平

成

27

年

９

月

30

日

教

育

委

員

会

教育委員会（学校政策課）が行

った保有個人情報不訂正決定に

対する異議申立て

−−

決

定

は

妥

当

で

あ

る

平

成

28

年

３

月

30

日

平

成

27

年

11

月

17

日

平

成

27

年

10

月

７

日

知

事

知事（中央福祉こどもセンター

）が行った保有個人情報不開示

決定に対する異議申立て

却

下

平

成

28

年

３

月

30

日

−−−

平

成

28

年

１

月

12

日

知

事

知事（都城保健所）が行った保

有個人情報部分開示決定に対す

る異議申立て

農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第５条

第１項の規定に基づき、宮崎県農業振興地域整備基本方針を変更し

たので、別冊のとおり公表する。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、保揚枝原土地改良区（小林市）の役員の就任及び退任について次

のとおり届出があった。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

小林市真方3898番地６相 塲 克 幸監 事

（任期：平成29年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

小林市北西方5758番地今別府 健 作監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、山中土地改良区（小林市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

小林市細野5489番地荒 武 辰 夫理 事

小林市細野5434番地１黒 木 薫理 事

小林市細野5247番地坂 口 正 美理 事

小林市細野1851番地の１齋 藤 洋 光理 事

小林市細野5249番地13堂 籠 哲 生理 事

小林市細野5600番地の４吉 留 健 一監 事

小林市細野5248番地３坂 口 國 人監 事

（任期：平成31年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

小林市細野5489番地荒 武 辰 夫理 事

高原町大字広原1198番地重 信 喜一郎理 事

小林市細野5247番地坂 口 正 美理 事

小林市細野1851番地の１齋 藤 洋 光理 事

小林市細野5249番地13堂 籠 哲 生理 事

小林市細野5256番地３福 井 徹監 事



宮 崎 県 公 報 平成 28年 ６ 月 20日（月曜日） 第 2804号

害 11害

小林市細野5434番地１黒 木 薫監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、楠原土地改良区（日南市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

日南市大字楠原1948番地２山 口 光 彦理 事

日南市大字楠原 615番地２東 昭 良理 事

日南市大字楠原1578番地１倉 山 益 治理 事

日南市大字楠原1689番地倉 元 利 直理 事

日南市大字楠原2010番地中 村 吉 春理 事

日南市飫肥６丁目６番15号１石 山 昴理 事

日南市飫肥８丁目４番10号佐 原 勇 次理 事

日南市大字吉野方 11792番地水 元 秀 治理 事

日南市大字楠原1573番地加 藤 正 勝監 事

日南市大字楠原1979番地山 口 新 市監 事

日南市大字吉野方 11672番地高 崎 憲 一監 事

（任期：平成30年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

日南市大字楠原1948番地２山 口 光 彦理 事

日南市大字楠原 615番地２東 昭 良理 事

日南市大字楠原 950番地大 倉 孝 平理 事

日南市大字楠原1689番地倉 元 利 直理 事

日南市大字楠原2010番地中 村 吉 春理 事

日南市飫肥６丁目６番15号１石 山 昴理 事

日南市飫肥８丁目４番10号佐 原 勇 次理 事

日南市大字吉野方 11792番地水 元 秀 治理 事

日南市大字楠原1502番地川 越 信 男監 事

日南市大字楠原1979番地山 口 新 市監 事

日南市大字吉野方 11672番地高 崎 憲 一監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、森田土地改良区（都城市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

都城市野々美谷町3453番地ロ加 藤 隆 一監 事

都城市野々美谷町1543番地小 野 勝 則監 事

（任期：平成32年５月24日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

都城市野々美谷町3373番地竹 迫 文 夫監 事

都城市野々美谷町2778番地１池 田 利 憲監 事

測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第１項の規定により、基

本測量の実施について、国土交通省国土地理院長から次のとおり通

知があった。

平成28年６月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 作業の種類

基本測量（高度地域基準点測量、水準測量）

２ 作業地域

別表参照

３ 作業期間

平成28年６月20日から平成29年３月10日まで

別表

基本測量（水準測量）延岡市

基本測量（水準測量）西都市

基本測量（水準測量）日向市

基本測量（水準測量）西臼杵郡日之影町

基本測量（水準測量）西臼杵郡高千穂町

基本測量（水準測量）西臼杵郡五ヶ瀬町

基本測量（水準測量）東臼杵郡門川町

基本測量（高度地域基準点測量）東臼杵郡椎葉村

基本測量（水準測量）児湯郡新富町
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基本測量（水準測量）児湯郡高鍋町

基本測量（水準測量）児湯郡川南町

基本測量（水準測量）児湯郡都農町

基本測量（水準測量）児湯郡西米良町

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年６月20日

宮崎県公安委員会委員長 山 蒼 殖 章

宮崎県公安委員会規則第15号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例取扱規則の一部を改正する規則

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例取扱規則（昭和60年宮崎県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

公安委員会規公安委員会規則則

改正後改正前

（風俗営業の営業時間の特例）

第５条 条例第５条第１項第２号の公安委員会規則で定める日は、

別表第２の左欄に掲げる日とし、同号の公安委員会規則で定める

地域は、同表の中欄に掲げる習俗的行為等ごとに、同表の右欄に

掲げる地域とする。

（特定遊興飲食店営業所への年少者の立入禁止の表示）

第７条 条例第28条の規定による表示は、同条の規定により表示す

べき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすい

ように掲げることにより行うものとする。

（深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域の特例）

第８条 第３条第１項第１号の規定は、条例第30条の公安委員会規

則で定める地域について準用する。

（風俗営業の営業時間の特例）

第５条 条例第５条第１項第４号の公安委員会規則で定める日は、

別表第２の左欄に掲げる日とし、同項の公安委員会規則で定める

地域は、同表の中欄に掲げる習俗的行為等ごとに、同表の右欄に

掲げる地域とする。

（深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域の特例）

第７条 第３条第１項第１号の規定は、条例第25条の公安委員会規

則で定める地域について準用する。

附 則

この規則は、平成28年６月23日から施行する。
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